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お
知
ら
せ

広 告

　

結
婚
に
伴
う
新
生
活
を
開
始

す
る
際
の
経
済
的
な
不
安
を
軽

減
す
る
こ
と
で
、
若
い
世
代
が
結

婚
や
出
産
の
希
望
を
実
現
で
き

る
社
会
を
つ
く
り
、
結
婚
し
や
す

い
環
境
づ
く
り
を
推
進
す
る
た

め
に
、
多
久
市
結
婚
新
生
活
支
援

事
業
補
助
金
を
交
付
し
ま
す
。

■�

対
象
者
要
件
（
次
の
①
〜
⑦
の

す
べ
て
に
該
当
す
る
こ
と
）

　

①�

令
和
６
年
１
月
１
日
か
ら
令

和
７
年
３
月
3１
日
ま
で
に
入

籍
し
た
夫
婦

　

②�

夫
婦
の
合
計
所
得
が
５
０
０
万

円
未
満
の
世
帯
（
奨
学
金
を

返
済
し
て
い
る
場
合
は
、
年

間
返
済
額
を
控
除
し
ま
す
）

　

③�

夫
婦
共
に
婚
姻
時
の
年
齢

が
3９
歳
以
下
の
世
帯

　

④�

多
久
市
に
２
年
以
上
継
続
し

て
居
住
す
る
こ
と

　

⑤�

過
去
に
地
域
少
子
化
対
策
重

点
交
付
金
の
交
付
を
受
け
て

い
な
い
こ
と

　

⑥�

市
税
な
ど
に
滞
納
が
な
い
こ

と

　

⑦�

多
久
市
暴
力
団
排
除
条
例
に

規
定
す
る
暴
力
団
員
な
ど
で

な
い
こ
と

■
補
助
額

　

〇�
夫
婦
共
に
2９
歳
以
下
の
場
合

　
　

補
助
限
度
額
６０
万
円

　

〇�

夫
婦
共
に
3９
歳
以
下
の
場
合

　
　

補
助
限
度
額
3０
万
円

■�

補
助
対
象
経
費

　

〇�

住
宅
取
得
費
用
（
建
物
購
入

費
の
み
、
婚
姻
日
か
ら
起
算

し
て
１
年
以
内
に
取
得
し
た

住
宅
）

　

〇�

リ
フ
ォ
ー
ム
費
用
（
修
繕
・

増
築
・
改
築
・
設
備
更
新
）

　

〇�

住
宅
賃
貸
借
費
用
（
賃
料
、

敷
金
、
礼
金
、
共
益
費
、
仲

介
手
数
料
）

　

〇
引
越
費
用

結
婚
に
伴
う
新
生
活
を

応
援
し
ま
す
！

問 

総
合
政
策
課 
地
域
づ
く
り
係　
☎
0
9
5
2

−

75

−

2
1
1
6

　多久市ふるさと振興助成金の一環で、一定の要件を
満たす人に対し、全国大会等出場助成金を交付してい
ます。

■助成対象者（以下の要件をすべて満たす者）
　・�地区大会を勝ち上がるか、県もしくは協会などか

らの推薦などにより全国大会などに出場する人
　・多久市内に住所を有する人
　・�多久市暴力団排除条例に規定する暴力団などでは

ない人
　・多久市の他の補助金を受けていない人

■助成額
　出場者 １人につき 2万円
■申請方法
　�申請書は総合政策課または市ホームページで取得
し、大会の15日前までに添付書類とともに提出して
ください。

全国大会等出場助成金（ふるさと振興助成金）
のお知らせ 申・問 総合政策課 地域づくり係　☎0952−75−2116


